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企画競争実施の公示

平成２１年４月１３日

土地・水資源局 水資源部長 上総 周平

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１．業務概要

( ) 業務名1
世界の水資源問題への我が国の対応方策検討調査業務

( ) 業務内容2
１）シンガポール国際水週間（ ）及び第 回アジア太平洋インフラ大臣会合SIWW 7

に係る対応

１－１ 平成２１年６月に開催予定のＳＩＷＷにおいて情報を収集し整理する。

１－２ 同時期に開催予定の第 回アジア太平洋インフラ大臣会合に関し、我が7
国が発信する方向性・内容をとりまとめ、発表の基礎資料（日・英）を作

成する。

２）ストックホルム世界水週間（SWWW）に係る対応

２－１ 平成２１年８月に開催される予定の に関し、我が国が主催（あSWWW
るいは他機関と共催）するセッションについて、事務局（ストックホルム

国際水機関： 、セッション参加機関との調整等、運営に関する事務SIWI）
を支援する。

、 （ ）２－２ 我が国が発信する方向性・内容をとりまとめ 発表の基礎資料 日・英

を作成するとともに、セッションでの発表支援を行うものとする。

３）国際衛生年フォローアップ会合に係る対応

３－１ 平成２１年秋に我が国で開催予定の国際衛生年フォローアップ会合に関

、 、 。し 情報発信の方法を検討するとともに 情報発信に係る事務を支援する

、 （ ）３－２ 我が国が発信する方向性・内容をとりまとめ 発表の基礎資料 日・英

を作成する。

４）我が国が今後とるべき戦略に関する基礎資料の収集、整理

そのほか、我が国が今後取るべき戦略を検討する基礎資料として、国連「水と

衛生に関する諮問委員会（ 、 イタリア・マッダレーナ・サミット等UNSGAB G8）」

の情報を収集し、整理する。

(3) 履行期限 平成22年1月29日

２．企画競争参加資格要件

(1)予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しな

い者であること。

(2)平成19・20・21年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格 「役務の提供」に）

おいて関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること（但し、地方自治体
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を除く 。）

(3)国土交通大臣官房会計課長から指名停止を受けている期間中でないこと。

(4)業務執行体制に関する要件

①業務を円滑に遂行できる体制を構築できること。

３．手続等

(1) 担当部局

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2（合同庁舎2号館12階）

国土交通省土地・水資源局水資源部水資源計画課 大呑・中尾

電話03-5253-8111（内31-253,31-254）ファクシミリ03-5253-1582

(2) 説明書の交付期間、場所及び方法（土日祝祭日は除く）

平成 年４月１３日から平成 年５月７日まで、( )に同じ。21 21 1
( ) 企画提案書の提出期限、場所及び方法3

平成 年５月７日 時 分 ( )に同じ。 持参または郵送に限る。21 18 15 1
( ) 企画提案書の特定については、学識経験者で構成される第三者委員会が提案書の4

審議を行い、その結果を聴取したうえで、提案書の特定を行う。

４．その他

( ) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。1
( ) 関連情報を入手するための照会窓口 ( )に同じ。2 3 1
( ) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。3
( ) 企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で 次的な使用は4 2

行わない。

( ) 提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を5
行った応募者に対して指名停止を行うことがある。

( ) 特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求6
があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。

( ) 提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したもので7
あるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるもの

ではない。

( ) その他の詳細は説明書による。8


